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１ 計画策定の意義 

 

高度成長期に展開してきた大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした社会経済シ

ステムは、豊かで便利な生活をもたらした一方、多量で多種多様な廃棄物を排出する

こととなった。 

また、住民の環境への意識の高まり等に伴い、最終処分場をはじめとする廃棄物処

理施設の整備が困難となっている等、ごみ問題は、深刻な社会問題である。 

一方、地球規模での環境保全の重要性が世界的に認識される中で、資源が乏しく、

かつ、その大部分を海外からの輸入に依存している我が国の現状を勘案すれば、今後

とも快適な生活環境及び健全な経済発展を長期的に維持していくためには、限りある

資源の有効利用を一層推進することが重要な課題である。 

このため、本県では、香川県廃棄物処理計画を平成１８年３月に策定し、県民、事

業者及び行政がそれぞれの適切な役割分担のもとに協力し、本県における循環型社会

の構築を目指す指針等を定め、県内の実態把握と情報の収集に努めながら、廃棄物処

理の関連施策を総合的かつ計画的に推進しているところである。 

本県の平成 20 年度のリサイクル率は 20.7％で、平成 19 年度の 20.6％と比較して

も横ばいの状況で、さらなるリサイクルの促進が求められており、容器包装廃棄物に

対する取り組みは重要になっている。 

こうした状況の中、一般廃棄物の中で大きな割合を占め、かつ、技術的にその再生

資源としての利用が可能な容器包装について、消費者、事業者及び行政がそれぞれの

責任と役割分担のもとにリサイクルを推進するため、平成７年６月に「容器包装に係

る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（以下「法」という。）が制定され、

同年１２月に施行された。平成９年４月からペットボトル、ガラス製容器が、平成１

２年４月からは紙製容器包装、プラスチック製容器包装が対象品目に追加された。平

成１８年６月には、国、地方公共団体、事業者、消費者等すべての関係者の協働の下、

容器包装廃棄物の３Ｒを効果的に推進するとともに、容器包装廃棄物の再商品化の合

理化を図るために、改正容器包装リサイクル法が成立・公布された。 

本計画は、法第９条の規定に基づき、県内の市町が策定した分別収集計画との整合

を図りながら、本県における容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化

等を総合的かつ計画的に促進するための事項を明らかにしたものであり、市町の分別

収集計画が十分かつ効果的に実施されることを目的とするものである。 

 

２ 基本的方向 

 

本計画を実施するにあたって、「環境への負荷の少ない資源循環型の持続的発展が

可能な社会づくり」を目指すことを基本目標に据え、以下に基本的方向を示す。 

 

(1) 廃棄物の発生・排出抑制及び循環的な利用の推進という観点から、環境への負

荷の少ない循環型社会システムを構築する。 

(2) 積極的に分別収集及び再商品化を促進するとともに、再商品化物の積極的利用

に努める。 

(3) 消費者、事業者及び行政の適切な役割分担の下、それぞれの積極的な参加を進

める。 
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３ 対象品目 

 

対象品目は、容器包装廃棄物のうち、次表左欄に掲げるものとし、以下、本計画に

おいて同表右欄に掲げる呼称により表記する。 

 

品   目   名 本計画における呼称 

主としてガラス製の容器（主としてほうけい酸ガ

ラス製のもの及び主として乳白ガラス製のものを

除く。）に係るもののうち無色のもの 

無色のガラス製容器 

主としてガラス製の容器（主としてほうけい酸ガ

ラス製のもの及び主として乳白ガラス製のものを

除く。）に係るもののうち茶色のもの 

茶色のガラス製容器 

主としてガラス製の容器（主としてほうけい酸ガ

ラス製のもの及び主として乳白ガラス製のものを

除く。）に係るもののうちその他の色のもの 

その他ガラス製容器 

主として紙製の容器包装（主として段ボール製の

容器包装及び飲料を充てんするための容器（原材

料としてアルミニウムが利用されているもの及び

主として段ボール製のものを除く。）を除く。）に

係るもの 

その他紙製容器包装 

主としてプラスチック製の容器包装であって、飲

料又はしょうゆ等を充てんするためのポリエチレ

ンテレフタレート（ＰＥＴ）製の容器に係るもの 

ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装（飲料又はし

ょうゆ等を充てんするためのポリエチレンテレフ

タレート製の容器を除く。）に係るもの 

その他プラスチック製容器包装 

主として鋼製の容器包装に係るもの 鋼製容器包装 

主としてアルミニウム製の容器包装に係るもの アルミニウム製容器包装 

主として段ボール製の容器包装に係るもの 段ボール製容器包装 

主として紙製の容器包装であって、飲料を充てん

するための容器（原材料としてアルミニウムが使

利用されているもの及び主として段ボール製のも

のを除く。）に係るもの 

飲料用紙製容器 

※「その他プラスチック製容器包装」のうち、白色の発泡スチロール製食品トレイの

みを分別して収集する場合には「白色トレイ」と表記する。 

 

４ 計画期間 

 

本計画の計画期間は、平成２３年４月を始期とする５か年間とし、３年ごとに改定

する。 
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５ 品目別の分別収集の状況 

 

計画期間における分別収集実施市町数は次のとおりである。なお、市町別の分別収

集状況は、別表第１のとおりである。 

 

（県下１７市町） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

無 色 の ガ ラ ス 製 容 器 １７ １７ １７ １７ １７ 

茶 色 の ガ ラ ス 製 容 器 １７ １７ １７ １７ １７ 

そ の 他 ガ ラ ス 製 容 器 １７ １７ １７ １７ １７ 

そ の 他 紙 製 容 器 包 装 １６ １６ １６ １６ １６ 

ペ ッ ト ボ ト ル １７ １７ １７ １７ １７ 

その他プラスチック製容器包装 １５ １５ １６ １６ １６ 

鋼 製 容 器 包 装 １７ １７ １７ １７ １７ 

アルミニウム製容器包装 １７ １７ １７ １７ １７ 

段 ボ ー ル 製 容 器 包 装 １７ １７ １７ １７ １７ 

飲 料 用 紙 製 容 器 １７ １７ １７ １７ １７ 

 

 

 

６ 各年度における市町別の排出量の見込み及び当該排出見込量を合算して得られる 

 量（法第９条第２項第１号） 

 

市町別の容器包装廃棄物の排出量の見込みは、別表第２のとおりであり、その排出

見込量を合算して得られる量は、次のとおりである。 
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（単位：ｔ） 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

47,072 47,002 46,979 46,920 46,916 

 

７ 各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの市町別の量の見込み及び当該 

 見込量を合算して得られる量（法第９条第２項第２号） 

 

特定分別基準適合物の市町別の量の見込みは、別表第３のとおりであり、その見込

量を合算して得られる量は、次のとおりである。 

（単位：ｔ） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

無 色 の ガ ラ ス 製 容 器 
   2,831 

  (1,584) 

   2,815 

  (1,500) 

   2,809 

  (1,493) 

   2,799 

  (1,486) 

   2,790 

  (1,481) 

茶 色 の ガ ラ ス 製 容 器 
   3,236 

  (1,735) 

   3,228 

  (1,586) 

   3,229 

  (1,578) 

   3,219 

  (1,572) 

   3,201 

  (1,564) 

そ の 他 ガ ラ ス 製 容 器 
     729 

    (159) 

     725 

    (158) 

     722 

    (157) 

     720 

    (156) 

     716 

    (155) 

そ の 他 紙 製 容 器 包 装 
     945 

    (926) 

     945 

    (926) 

     945 

    (926) 

     946 

    (926) 

     946 

    (926) 

ペ ッ ト ボ ト ル 
   2,273 

    (928) 

   2,274 

    (926) 

   2,280 

    (921) 

   2,287 

(923) 

   2,295 

    (921) 

その他プラスチック製容器包装 
   7,841 

  (2,308) 

   7,870 

  (2,307) 

   8,259 

  (2,664) 

   8,288 

  (2,662) 

   8,330 

  (2,671) 

 （うち白色トレイ） 
      47 

     (36) 

      47 

     (36) 

      52 

     (40) 

      52 

     (40) 

      52 

     (39) 

  注１：白色トレイの量は、その他プラスチック製容器包装の量の内数である。 

   ２：括弧内の量は、指定法人による引き取りではなく、市町が独自に処理を行う予定量 

     であり、内数である。 

 

 

 

８ 法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の各年度における市町別の量の見 

 込み及び当該見込量を合算して得られる量（法第９条第２項第３号） 

 

法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の市町別の量の見込みは、別表第４

のとおりであり、その見込量を合算して得られる量は、次のとおりである。 
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（単位：ｔ） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

鋼 製 容 器 包 装 2,585 2,596 2,597 2,601 2,607 

アルミニウム製容器包装 1,677 1,685 1,688 1,683 1,690 

段 ボ ー ル 製 容 器 包 装 5,622 5,624 5,631 5,639 5,654 

飲 料 用 紙 製 容 器 178 179 179 180 181 

 

 

９ 容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の普及、市町

相互間の分別収集に関する情報の交換の促進その他の分別収集の促進に関する事項

（法第９条第２項第４号） 

 

(1) 容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の普及 

容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進を図るためには、県民、事

業者及び市町がそれぞれの役割を認識することが重要である。このことから、

広く県民に対し、排出の抑制につながる商品の購入等について、また、市町の

定める分別収集の区分及び基準にしたがった適切な分別排出における排出者と

しての役割について、理解と協力を得られるよう普及啓発を図る。 

 

    ① 広報媒体等を通じた普及啓発活動の実施 

できる限り排出の抑制が図られ、市町の分別収集が円滑に実施され、ごみ

の減量化・リサイクルの推進が図られるよう、排出の抑制と基準にしたがっ

た分別収集の必要性や県民等それぞれの責務について、県政広報紙やホーム

ページなどの広報媒体等を通じて普及啓発を実施する。 

 

    ② 環境教育の推進 

 排出の抑制、分別収集の実施及び再商品化の促進が環境の保全に寄与する

ことについて、県民の理解を深め、協力が得られるよう、教育委員会とも連

携を密にし、容器包装廃棄物のリサイクルの促進を含めた環境教育を、学校

教育及び社会教育の場を通じて推進する。 

また、環境教育を推進するうえでは、情報の提供、教材の確保等が重要で

あることから、副読本等の資材の整備を推進し、その有効利用を図る。 

 

    ③  空き缶等散在性廃棄物の投げ捨て防止啓発活動の推進 

空き缶等の散在性廃棄物の投げ捨て防止について、広報媒体の活用等により

県民等への意識啓発を実施する。 
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(2) 市町相互間の分別収集に関する情報の交換の促進 

市町において、効率的に容器包装廃棄物の分別収集を実施するためには、市

町間の協力、広域的な処理等を検討していくことが必要である。そのため、市

町それぞれの取組み及び今後の分別収集計画等に関する情報の交換及び提供を

行う。 

 

① 市町担当者会議の開催等 

  県内の市町及び一部事務組合の担当者会を開催し、市町の分別収集に関す

る取組み並びに今後の計画及び課題等について相互に情報交換し、協議する

場を設ける等、情報交換の機会を積極的に確保する。 

 

 ②  各種情報の収集・提供及び助言 

県内の分別収集の取組状況や実績等については、市町からの報告等によっ

て常に実態を把握するとともに、必要に応じその情報を市町に対し提供する

こと等により、今後の分別収集への取組みに係る助言を行う。 

また、国や関係機関からの情報については市町に対し随時提供するととも

に、県外における先進的な取組状況についても、収集・整理して提供するよ

う努める。 

 

(3) その他分別収集の促進に関する事項 

容器包装廃棄物を含むごみの減量化及びリサイクルの一層の推進を図るため、

県民挙げて、生産、流通、消費、廃棄といった物の循環システムのあらゆる段

階において、長期的な視点に立った対策を推進する。 

また、現行の法制度における市町と事業者との費用負担の公平化が図られる

よう国に対し要望する。 

 

 ①  香川県廃棄物処理計画の推進 

 本県においては、循環型社会の実現を目指して、平成１８年３月に「香川

県廃棄物処理計画」を策定し、廃棄物の減量化目標や循環型社会を実現する

ための施策を定めている。今後、本計画と香川県廃棄物処理計画の整合性を

図りつつ、容器包装廃棄物を含めたごみの全県的な発生抑制やリサイクルを

推進し、香川県廃棄物処理計画の目標達成を目指す。 

 

② 市町のごみ減量化・リサイクル推進施策に対する支援 

資源ごみの回収ルート及び資源化ルートの構築及び組織づくり、住民に対

する啓発活動等、ごみの発生抑制及びリサイクルを推進する取組みに対して

情報提供や研修会などを通じて支援する。 

 

 

③ 行政の事業者及び消費者としての環境保全に向けた取組みの率先実行 

県は、自ら率先して、過剰包装された商品の購入を極力避け、詰替可能な

商品及びリターナブル容器を用いた商品の積極的選択を図るとともに、物品
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の調達にあたっては、容器包装廃棄物の再商品化によって得られた物やリサ

イクルが容易な商品等を選択するグリーン購入に努める。 

また、スポーツなどのイベント時にリユース容器を導入するなど、発生抑

制や再利用に有効なシステムの導入を積極的に試みることにより、３Ｒの普

及啓発を推進する。 

市町に対しても、同様の取組みを行うよう、助言を行う。 

 

④ 事業者への協力要請 

容器包装廃棄物の排出を抑制し、また、消費者の分別排出を容易にするた

めの方策について、事業者の立場からも積極的に取り組むよう、国や各種団

体と連携して協力要請を行っていく。 

 

   ⑤ 市町のコスト分析の取り組みの促進 

市町が分別収集業務を効率的に行うためには、自ら処理に要するコストを把

握・分析していくことが必要であることから、市町に対して、コスト分析に積極

的に取り組むよう働きかける。 

 

 ⑥ 法制度の改正への働きかけ 

現法制度では、事業者の費用負担に比べ市町の収集運搬、保管に要する費用負

担が大きく、一部の市町では、一部の品目について分別収集できていない状況で

あることから、事業者と市町の負担の公平化が図られるよう国に対し要望する。 
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（参考）用語解説 

 

用   語 説                明 

容器包装 商品の容器（商品を入れるもの）および包装（商品を包むもの）であっ

て、商品が使われたり、商品と分離された場合に不要になるもの。 

容器包装廃棄物 容器包装が一般廃棄物となったもの。（一般廃棄物とは、家庭ごみ等の

ことで、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。） 

分別収集 廃棄物を分別して収集すること、また集めた廃棄物について必要に応じ

て分別・圧縮など法令で定める行為を行うこと。なお、具体的な分別収

集の基準については、各市町村において定める。 

分別基準適合物 市町村が分別収集した「容器包装廃棄物」のうち、洗浄や圧縮が行われ

るなど環境省令で定める基準に適合するものであって、かつ、指定を受

けた保管施設において保管されているもの。ただし、有償又は無償で譲

渡できることが明らかで、再商品化をする必要がない物として主務省令

で定める物は除く。 

特定分別基準適合

物 

「分別基準適合物」を、「無色のガラス製容器」「茶色のガラス製容器」

「その他ガラス製容器」「ペットボトル」「その他プラスチック製容器

包装」「その他紙製容器包装」などの容器包装の区分ごとに分けたもの。 

法第２条第６項に

規定する主務省令

で定める物 

市町村が分別収集した段階で有償又は無償で譲渡できることが明らか

であることから、再商品化義務の対象とならないものとして指定されて

いる容器包装廃棄物であり、下記の４品目。 

 ① 鋼製容器包装（スチール缶） 

 ② アルミニウム製容器包装（アルミ缶） 

 ③ 段ボール製容器包装 

 ④ 飲料用紙製容器（紙パック） 

再商品化 市町村が容器包装廃棄物を分別収集して得た「分別基準適合物」を、製

品又は製品の原材料として取引されうる状態にする行為等をいい、法的

には次のように規定されている。 

 ① 自ら「分別基準適合物」を製品の原材料として利用すること 

   例：市町村で収集されたガラス製容器を、びんメーカーが引き

取り破砕・カレット（ガラスびんを細かく砕いたもの）化

して、自らガラスびん原材料として利用する場合。 

 ② 自ら「分別基準適合物」を燃料以外の用途で、製品としてそのま

ま使用すること 

   例：市町村で収集されたリターナブルびんを飲料メーカーが引

き取り、自ら再使用する場合。 

③ 「分別基準適合物」について、製品の原材料として利用する者に

有償または無償で譲渡しうる状態にすること 

   例：市町村で収集されたガラス製容器を、破砕・カレット化し、

びんメーカーにガラスびん原材料として譲渡しうる状態に

する場合。PET ボトルを破砕・ペレット化、フレーク化し、

繊維メーカー等に化繊衣類の原材料等として譲渡しうる状

態にする場合。 

④ 「分別基準適合物」について、製品としてそのまま使用する者に

有償または無償で譲渡し得る状態にすること 

   例：市町村で収集されたリターナブルびんを、飲料メーカーに

運搬する場合や洗瓶する場合。 

指定法人 法第 21 条の規定により、再商品化業務を適正かつ確実に行うことが

できると認められ、主務大臣によって指定される法人。「公益財団法人

日本容器包装リサイクル協会」が指定されている。 

 


